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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した地方税法（以下

「法」という。）７２条の２第３項及び東京都都税条例（昭和２５年

東京都条例第５６号。以下「条例」という。）２５条４項の規定に基

づく個人の行う事業に対する事業税（以下「個人事業税」という。）

賦課処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次

のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分

庁」という。）が請求人に対し平成２９年９月１日付けで行った

平成２９年度分の個人事業税賦課処分（別紙処分目録記載のとお

り。以下「本件処分」という。）について、その取消しを求める

ものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不

当性を主張している。  

１  請求人は、本件会社に雇用されている社員であり、厚生年金、

健康保険及び雇用保険も全て会社員として支払っており、個人事

業主ではない。  

２  請求人は、事務所を持っておらず、事務所は、○○区○○にあ
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る本件会社の○○ 支社内の事務ブース （以下「本件 事務スペー

ス」という。）だけであって、計上してある地代家賃は、自宅近

くに借りた営業用の車の駐車場代だけであり、減価償却費の中の

オフィス家具は、本件事務スペース内に、会社からの供与什器の

ほかに本件会社の許可を得て設置した作業用机の減価償却費用で

ある。  

３  請求人は、本件会社からホームページを含む事業の宣伝広告を

認められておらず、本件会社から定められた販売資料の使用のみ

認められているにすぎない。当然、本件会社が認めた保険商品以

外の販売も、他の保険会社の商品も販売できない。そして、他の

事業を行うなど、いわゆる副業に関しては厳しく禁じられ、懲戒

規定が適用されるなど、請求人の事業の自由度は、本件会社に厳

しく制限され、著しく低くなっている。  

４  請求人は、本件会社から毎週月曜日及び木曜日の午前９時３０

分から１０時３０分まで行われる支社ミーティングとその後の１

０時４５分から１１時まで行われる営業所ミーティングに参加が

義務付けられており、違反すると懲戒規定により罰則が与えられ

る。また、請求人は、本件会社に毎週月曜の朝９時３０分までに

報告書類を提出することが義務付けられており、一定の成果を出

すことを上司から要求されている。  

  請求人が使用する営業アシスタントに販売行為を下請のように

発注する行為は、本件会社から禁じられている。同アシスタント

は本件会社の規定により認められた使用人であり、請求人が自由

に採用できる訳でもない。  

５  請求人の日々の業務は、本件会社の規定により方針や方向性が

定められており、具体的な商談手順も細かく指導されている。ま

た、本件会社による定期的な社内監査により実施され、携行品な

ども厳しく指導されている。請求人が本件会社から供与され使用
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しているのは、パソコン、決済端末、新契約マニュアル、保全マ

ニュアル、その他販売資料、オフィススペース、デスク、書棚、

パーテーション、固定電話、手続書類、会社所定の自己紹介用の

ホームページ等であり、それ以外の使用は禁じられている。請求

人が自己の判断で準備できるのは、販促品としてのカレンダー、

年賀状、手土産のお菓子などである。だだし、これらの販促品に

関しても、本件会社が定めた贈答品規定が存在し、個々の用途に

おいて、贈答金額の上限が厳しく定められている。  

６  請求人の業務遂行が不可抗力により困難な状況になった場合で

も、本件会社から直近１年間の給料の平均額が２年間支払われる

制度がある。  

７  請求人が確定申告で計上した経費は、顧客に対する粗品の提供、

打合せ費用、食事の費用を正しく計上した結果であり、その経費

の計上金額が、売上金額に占める割合から類推して個人事業税の

賦課にあたるという処分庁の指摘は合理性を欠いている。  

８  本件会社の営業職員３，５００人の中から５名ほど処分庁によ

り個人事業税賦課となっている。その理由を処分庁の職員に尋ね

たところ、その決定根拠は、非常に具体性が欠ける内容であり、

表面的な数字の指摘のみを根拠としているもので、税の公平性に

欠けるものと感じる。  

９  東京都が策定した「個人事業税課税事務提要」によると、「代

理業」とは、通常は、自らが支配、管理することができる営業所

を所有し、とあるが、請求人が支配、管理できる営業所はそもそ

も所有していない。  

 

第４  審理員意見書の結論  

 本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定により棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。   

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ６月２８日  諮問  

平成３０年  ８月２０日  審議（第２４回第１部会）  

平成３０年  ９月２１日  審議（第２５回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

  審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法４条２項２号によれば、道府県は、普通税として、事業税

を課するものとされ、法７２条の２第３項によれば、個人事業

税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対

し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県にお

いて、その個人に課するものとされている。ただし、同条７項

によれば、これらの各事業を事務所又は事業所を設けないで行

う場合は、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と

最も関係の深いものをもって、その事務所又は事業所とみなし

て、事業税を課税するとされる。  

法は、１条２項の規定において、この法律中道府県に関する

規定は都に準用し、「道府県」、「道府県知事」等とあるのは、

「都」、「都知事」等と読み替えるとしている。したがって、都

の区域に事務所又 は事業所を設けて 個人が行う事業に 対して

は、都において、その個人に（事務所又は事業所を設けないで

個人が行う事業に対して、その事業を行う者の住所又は居所の

うちその事業と最も関係の深いものが都の区域にある場合にお
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いては、その個人に）事業税を課することとなる。  

そして、条例は、２５条４項において、「個人の行う事業に対

する事業税は、個人の行う法第７２条の２第８項から第１０項

までに規定する第 一種事業、第二種 事業及び第三種事 業に対

し、所得を課税標準として、その個人に課する。」と規定してい

る。  

⑵  法７２条の２は、８項において、同条３項の「第一種事業」

として各種の事業を掲げるが、うち、２３号には「代理業」を

定めている。  

⑶  法７２条の４９の１１第１項は、個人事業税の課税標準は、

当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得

による旨を定めている。なお、条例も、３８条１項に同旨の規

定を置いている。  

上記課税標準の算定方法として、法７２条の４９の１２第１

項は、前条１項の当該年度の初日の属する年の前年中における

個人の事業の所得は、当該個人の当該年度の初日の属する年の

前年中における事業に係る総収入金額から必要な経費を控除し

た金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする

場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中の所得税

の課税標準である所得につき適用される所得税法２６条及び２

７条に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例（不動産所

得及び事業所得の金額は、その年中の不動産所得及び事業所得

に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。）によっ

て算定するとする。  

また、法７２条の４９の１２第２項は、事業を行う個人（所

得税法２条１項４ ０号に規定する青 色申告書（同法１ ４３条

（青色申告）の規定により青色の申告書によって提出する確定

申告書及び確定申告書に係る修正申告書）を提出することにつ
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き国の税務官署の承認を受けている者に限る。）と生計を一にす

る親族で専ら当該個人の行う事業に従事するもの（以下「青色

事業専従者」という。）が当該事業から同法５７条２項の書類

（青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並び

にその給与の支給期その他財務省令で定める事項を記載した書

類）に記載されている方法に従いその記載されている金額の範

囲内において給与の支払を受けた場合には、同条１項の規定に

よる計算の例によって当該個人の事業の所得を算定するものと

するとしている。そのため、青色事業専従者が支給を受けた給

与の金額でその労務の対価として相当であると認められるもの

は、当該個人の行う事業の所得の金額の計算上必要経費に算入

することとなる（青色事業専従者控除）。  

⑷  法７２条の４９の１４第１項は、事業を行う個人について

は、当該個人の事業の所得の計算上２９０万円を控除すると規

定する（事業主控除）。  

⑸  法７２条の４９の１８は、個人事業税の徴収については、普

通徴収（徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することに

よって地方税を徴収すること。法１条１項７号）の方法による

べき旨を定めている。なお、条例も、３９条の４に同旨の規定

を置いている。  

そして、法７２条の５０第１項は、個人事業税を賦課する方

法として、当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中の所

得税の課税標準である所得のうち、法７２条の４９の１２第１

項においてその計算の例によるものとされる所得税法２６条及

び２７条に規定する不動産所得及び事業所得について、当該個

人が税務官署に申告した課税標準を基準として、個人事業税を

賦課する旨を定めている。  

また、法７２条の５５第１項によれば、個人事業税の納税義
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務者で、法７２条の４９の１２第１項の規定によって算出した

個人の事業の所得の金額が法７２条の４９の１４第１項の規定

による控除額（事業主控除２９０万円）を超える者には、道府

県知事に対して、当該事業の所得の計算に必要な事項（青色事

業専従者控除に関する事項を含む。）を申告する義務があるが、

法７２条の５５の２第１項及び２項によれば、前年分の所得税

につき所得税法２条１項３７号の確定申告書を提出した場合に

は、当該申告書が提出された日に上記道府県知事に対する申告

がなされたものとみなされる。なお、この場合、青色申告特別

控除の適用を受けた者はその旨を確定申告書に附記しなければ

ならず、当該附記した事項は、個人事業税の賦課徴収につき申

告を必要とする他の事項に相当するもので上記確定申告書によ

り申告されたものとともに、道府県知事に対して申告されたも

のとみなす旨定められている（法７２条の５５の２第２項及び

３項、法施行規則７条の２第５号）。  

⑹  法７２条の４９の１７第１項１号によれば、個人事業税の額

は、第一種事業を行う個人については、所得に１００分の５の

標準税率によって定めた率を乗じて得た金額とするとされてい

るところ、条例は、３９条の３において、第一種事業を行う個

人についての事業税の額は、「所得に１００分の５の税率を乗じ

て得た金額」（同条１号）としている。  

⑺  法７２条の５１第１項の規定は、個人事業税の納期は、８月

及び１１月中において当該道府県の条例で定めるとするが、同

項ただし書きにおいて、特別の事情がある場合においては、こ

れと異なる納期を定めることができる旨を規定している。条例

３９条の５は、個人事業税の納期を、原則として、第１期が８

月１日から同月３１日まで、第２期が１１月１日から同月３０

日までとした上で、特別の事情がある場合における個人事業税
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の納期は、納税通知書に定めるところによるとしている。  

２  「事業を行う個人」及び「事業」並びに「代理業」に関する総

務大臣通知及び東京都主税局長通達について  

⑴  地方自治法２４５条の４第１項の規定に基づく技術的な助言

である「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関

係）」（平成２２年４月１日付総税都第１６号（全部改正）総務

大臣通知。以下「取扱通知」という。）によれば、事業税の納税

義務者である「事業を行う個人」に当たるか否かの判断基準に

ついて、事業を行う個人とは、当該事業の収支の結果を自己に

帰属せしめている個人をいうものであるとした上で、他の諸法

規において雇傭者としての取扱いを受けているということのみ

の理由で直ちに法上「事業を行う者」に該当しないとはいえず、

「その事業に従事している形態が契約によって明確に規制され

ているときは、雇傭関係の有無はその契約内容における事業の

収支の結果が自己の負担に帰属するかどうかによって判断し、

また契約の内容が上記のごとく明確でないときは、その土地の

慣習、慣行等をも勘案のうえ当該事業の実態に即して判断する

こと」とされている（取扱通知第３章・第１節・第１・１の５

・⑵）。  

⑵  東京都では、個人事業税の課税事務の運営に当たり、「個人事

業税課税事務提要」（平成２４年８月１日付２４主課課第１５３

号東京都主税局長通達、なお、本件に適用されるのは、平成２

９年３月３１日付２８主課課第５４６号による改定後のもので

ある。以下「事務提要」という。）を策定している。  

ア  事務提要においては、事業税における「事業」の定義につ

いて、「事業とは、一般に営利又は対価の収得を目的として、

自己の危険と計算において独立的に反復継続して行われる経

済行為と解される。しかし、事業の意義については地方税法
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上特段これを定義する規定が設けられていないため、ある経

済行為が事業に該当するかどうかの判断は、最終的には法意

及び社会通念に照らして行うこととなる。」とされている（事

務提要第３章・第１節・第１・１・⑴）。  

イ  上記１・⑵のとおり、第一種事業に該当するものとして、

法７２条の２第８項２３号により、「代理業」もこれに含まれ

ることとされているところ、事務提要では、代理業は、①一

定の商人のために（原則として特定の者のために）、②反復継

続して行われ、③取引を代理し、又は媒介する、④独立した

事業であると認められることが必要であるとされている。  

そして、代理業の認定基準に関して、「個人事業税の代理業

に該当するかは、原則として申告書等の各種資料に基づき認

定を行う」とした上で、「個人事業税にいう代理業は、通常

は、自らが支配、管理することのできる営業所を有し、営業

費を支出し、自己の活動形式と労働時間を決定して、そのな

した行為について手数料を歩合的に受け取っているものであ

ること。身分的従属関係のみを重視し、実質的に自己の責任

において営業行為とみなし得る収支計算を行っている者に対

して 課税 しな いこ とは 、課 税の 均衡 を失 する こと と な るた

め、十分調査を行うこと。」とされている（事務提要第３章・

第２節・第２３・１、同２・⑴）。  

ウ  また、事務提要は、留意事項として、「外交員、外務員等の

名称や名目上の契約にかかわらず、実態として代理業の定義

を満たす場合には代理業に該当する。外交員、外務員等の課

税の可否については、過去に具体的な個々の事例に関して関

係府県と自治省との間に照復が行われ、課税対象外と示され

た例があるが、これらの行政実例はいずれも具体的な事例に

ついて個別に判定の結果を指示しているに止まり、代理業に
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該当する外交員、外務員等までを課税対象外とする趣旨では

ない。」ことをあげている（事務提要第３章・第２節・第２３

・３・⑷）。  

３  以上を前提に、まず本件について、請求人が法７２条の２第８

項２３号に規定する「代理業」を行う「事業を行う個人」である

と認めることができるか否かについて、以下に検討する。  

⑴  本件申告書類及び請求人の主張によれば、請求人は、本件会

社に雇用されている社員であるとしているところ、平成２８年

１月１日から同年１２月３１日までの間において、本件会社と

の間の雇用契約に基づいて、本件会社のために、生命保険外交

員として、平常の業務として保険募集業務及びそれらに関連す

る一切の業務（以下「本件外交員業務」という。）を行っていた

もので、本件外交員業務の遂行により、本件会社から、歩合制

により報酬の支払いを受け、これを、請求人の平成２８年にお

ける収入のうち、営業等による収入として、所得税法１４３条

の規定する青色申告の方法を利用して、○○税務署長に対して

申告を行ったものであると認められる。  

⑵  本件申告書類によると、請求人は、本件外交員業務により、

本件会社からの報酬として収入（４４，７７８，８７６円）を

得る一方で、本件事務スペース内に請求人の業務のための専用

什器（オフィス家具）を設けていること及び事業用の車両を設

けることについて、上記収入を得るための経費として、これら

の費用の全部を負担しており、本件青色申告決算書によれば、

これらに係る減価償却費（計１，４２７，３００円）を計上し

ていることが認められる。  

さらに、請求人は本件会社に雇用されていると主張している

にもかかわらず、自ら旅費交通費について５，０８４，９０６

円を支出しているほか、接待交際費について５，３８２，８５
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４円を、販売促進費２，４９２，６９８円等を負担して、これ

らを経費として計上しているほか、給料賃金として１名分４，

４１０，１６０円を本件外交員業務に係る収入を得ることに伴

う経費として支出していることが認められる。  

このほか、請求人の配偶者を青色事業専従者として届け出、

その給与１，２００，０００円を計上していることも認められ

る。  

そして、上記青色事業専従者の給与以外の各種経費としての

支出の合計額（２６，５９８，００８円）が、営業等に係る事

業収入の額（４４，７７８，８７６円）に対して、約５９．４

パーセントの割合に相当することからすれば、請求人と本件会

社との関係が雇用契約に基づいているとしても、請求人が本件

会社から支給されている報酬は、請求人が単に一従業員として

本件会社に労務の提供を行い、本件会社から受ける一定の空間

的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に本件会社に対し

て労務又は役務の提供をした結果、それに応じた対価として本

件会社から提供されたものと評価することは困難というべく、

むしろ、このような収支の結果は、各種経費を自らの裁量判断

のもとに自ら負担することによって、本件外交員業務を遂行し

て多額の収入を得る結果をもたらした請求人自身に帰属するも

のとみるべきであり、請求人は、自己の危険と計算において本

件外交員業務を行っていると認めるのが相当である。  

なお、本件外交員業務は、歩合制報酬であるその性質上、営

利又は対価の収得を目的として行われるものであることは明ら

かであるし、地代家賃や給与の支払いが年間を通して計上され

ており、また年間を通じ月ごとの売上もあることから、反復継

続して行われているものであることも明らかである。  

そうすると、本件外交員業務は、営利又は対価の収得を目的
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として、自己の危険と計算において、独立的に反復継続して行

われる経済行為であると認められるから、事務提要のいう「事

業」に該当し（２・⑵・ア）、請求人は、事業を行う個人である

と認められる。  

⑶  「代理業」について  

請求人は、本件確定申告書において自らの職業を「生命保険

外交員」であると申告しており、本件外交員業務の対価として

歩合制による報酬を得ているものと認められるが、一般に「外

交員」とは、「事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の

購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を

媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬

が商品等の販売高に応じて定められている者」と解されている

（関東信越国税不服審判所平成１１年３月１１日裁決・国税不

服審判所ウェブサイト・公表裁決事例登載・裁決事例集Ｎｏ．

５７―２０６頁）。  

また、保険業法は、２条２６項において、「保険募集」とは、

保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいうと規定してい

るところ、本件外交員業務において行われる「保険募集」の具

体的内容としては、保険契約の締結の勧誘、その勧誘を目的と

した保険商品の内容説明、保険契約の申込みの受領及びその他

の保険契約の締結の代理又は媒介といった行為をいうものと解

される（金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針（平成２８

年８月、なお平成３０年２月改定後も同様）」Ⅱ－４－２－１・

⑴）。  

保険業法２７５条１項は、同項各号に定める者が同項各号に

定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行っ

てはならないと定めているところ、同項１号には、「次条〔注記

：特定保険募集人は同法の定めるところにより内閣総理大臣の
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登録を受けなければならない旨を定める同法２７６条を指す。〕

の登録を受けた生命保険募集人  その所属保険会社等のために

行う保険契約の 締 結の代理又は媒 介 」と規定されて い る。ま

た、同法２７６条の登録の申請があった場合は、同法の規定に

より登録を拒否する場合を除いて、内閣総理大臣は直ちに登録

しなければならない旨が定められている（同法２７８条１項）。  

請求人については、保険業法２７８条１項による登録がなさ

れていることから、同法２７５条１項１号にいう生命保険募集

人として、本件会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を

行っていると認められる。  

このことを事務提要に照らして言えば、請求人は、本件外交

員業務を行うについて、①一定の商人のために（原則として特

定の者のために）、②反復継続して行われ、③取引を代理し、

又は媒介する業務を行う者であると認められる。なお、その業

務遂行の態様は、単なる従業員としての労務の提供に止まらず、

④「独立した事業である」と認められる性格のものであること

は、上記⑵のとおりであるから、本件外交員業務は、事務提要

が掲げる代理業としての要件（２・⑵・イ）を充たしているこ

とが認められる（付言するに、自治省府県税課編「事業税逐条

解説」（地方財務協会刊）２２ページにおいては、「事業」とは、

「一定の技能、知識に基づいて利益を得る目的で継続的に行う

業務をいう」ものとされているが、生命保険募集人として請求

人が行っている本件外交員業務は、ここにいう「事業」に該当

するものと解せられる。）。  

以上のことから、請求人が生命保険外交員として行う本件外

交員業務は、個人事業税の課税対象である第一種事業（法７２

条の２第３項）である「代理業」（同条８項２３号）に当たる

ものと認められる。  
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４  次に、本件処分における税額について、その算定が適正か否か

を検証する。  

上記３により、請求人は、個人事業税の納税義務者と認められ

るところ、平成２８年における請求人の事業の所得の金額は、事

業主控除の額２９０万円を超過するものと認められるから、当該

事業の所得の計算に必要な事項を申告する義務を負うものである

が、同年の所得につき○○税務署長に対し本件申告書類の提出が

なされているため、個人事業税についても申告があり、青色事業

専従者に支給した給与の総額、青色申告特別控除の適用を受けた

旨についても申告がなされたものとみなされることとなる（１・

⑸）。  

そこで、本件申告書類を基にして個人事業税の課税標準を算定

するに、○○税務署長に申告された請求人の平成２８年の事業所

得の額は、１６，３３０，８６８円であるところ、この金額は、

国税に固有の青色申告特別控除（租税特別措置法２５条の２第３

項１号）を適用した後の金額であるため、同控除額として計上さ

れた６５０，０００円については、個人事業税の課税対象とする

所得の計算上は上記申告にかかる事業所得の額にこれを加算し、

そこから個人事業税における事業主控除の額２，９００，０００

円（法７２条の４９の１４第１項）を減じて得た１４，０８０，

０００円（法２０条の４の２第１項の規定により、千円未満の端

数金額は切り捨てる。）が課税標準額となる（１・⑶ないし⑸）。  

そして、代理業は第一種事業であるから（１・⑵）、上記により

求めた課税標準額１４，０８０，０００円に、第一種事業につい

て東京都において課する個人事業税の税率１００分の５（法７２

条の４９の１７第１項１号及び条例３９条の３第１号）を乗じた

額７０４，０００円（法２０条の４の２第３項の規定により、百

円未満の端数金額は切り捨てる。）が、請求人に賦課すべき平成２
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９年度の個人事業税の税額となる（１・⑹）。  

本件処分における税額７０４，０００円（別紙処分目録）は、

これに一致しており、違算等の事実は認められない。  

５  以上のとおり、本件処分は、請求人に対して、同人が平成２８

年において行った第一種事業である代理業について、法令等の定

めに基づき個人事業税を課し、かつ適正な課税標準を基礎として

税額を算定したものであり、違法又は不当な点を認めることはで

きない。  

６  請求人の主張について  

⑴  請求人は、上記第３のとおり主張し、請求人は本件会社に雇

用された立場の生命保険外交員であって、独立して事業を行っ

ている事実はないから、個人事業税の賦課対象とはならない旨

を主張している。  

しかし、個人事業税の課税要件の検討において、処分庁が、

他の諸法規において雇用者として取扱いを受けていることのみ

の理由で直ちに事業を行う者に該当しないと判断すべきではな

いとしたこと（取扱通知第３章・第１節・第１・１の５・⑵参

照）、及び身分的従属関係のみを重視すべきではなく、実質的に

自己の責任において営業行為とみなしうる収支計算を行ってい

るかどうかについ て十分調査をすべ き であると判断し た こと

（事務提要第３章・第２節・第２３・２・⑴参照）は合理的で

あると認められる。  

そして、これらのことを踏まえた上で検討した結果として、

請求人は独立して事業を行っている個人と認めたことが妥当で

あることは、上記３に述べたとおりである。すなわち、営業収

入から多額の経費を負担しており、このことからすると、本件

外交員業務については、本件会社との間に一定の従属関係はあ

るとはいえ、営業の相手方や営業の方法の選択等その他実際の
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営業活動については、本件会社の指揮命令に従ってその拘束の

下に遂行するという要素が支配的であるとは推測できず、むし

ろ、当該営業活動は、いかなる経費を投入して売上を得るのか

等について、請求人の裁量により、その危険と計算において行

われており、収支の結果は請求人に属していると認められるべ

きものである。そうである以上、たとえ本件会社との関係で、

各種ミーティングへの参加が義務付けられ、会社の規定により

本件外交員業務の方針や方向性が定められ、具体的な商談手順

も細かく指導されていた等の事実があったとしても、それらの

ことは上記認定の妨げにはならないものというべきである。  

以上 のと おり であ るか ら、 請求 人の 上記 主張 は、 理由 がな

い。  

⑵  なお、請求人は、「事務提要」についても言及している。  

事務提要では、代理業の認定について、「認定基準」の項にお

いて、個人事業税の代理業に該当するかは、原則として申告書

等の各種資料に基づき認定を行うとし、その上でなお実態等に

疑義が生じる事例については、認定基準で定める「判定基準」

も併せて精査することで認定を行うものとしているところであ

るが（事務提要第３章・第２節・第２３・２）、当該「判定基

準」は、具体的には、納税者が行う業務について、個人事業税

の賦課対象となる 代理業に該当する か否かを、報酬支 払の方

法、営業所の所有及び営業費の分担関係、活動形式と労働時間

の拘束関係などについて各種項目を設けて、項目ごとにＹ（Ｙ

ＥＳ）、Ｎ（ＮＯ）を決定し、該当する項目の多寡を基準に判定

を行うというものである（同２・⑵）。  

そして、事務提要の「留意事項」においては、「判定基準は絶

対唯一の判定となるものではなく、判定の結果についてなお不

合理があると考えられるときは、その他の事情も十分勘案して
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最終的判定を下すものとする。具体的には、判定基準による結

果が各種資料に基づいて総合判断される結果と異なり、その総

合判断に用いられた資料の挙証能力が判定基準の各項目によっ

て表わされるものよりも高いと認められる場合などには、一律

に判定基準を適用せず、各種資料に基づいた総合判断により認

定を行うこと。」とされている（事務提要第３章・第２節・第２

３・３・⑸）。  

代理業の認定における上記のような判定基準の位置づけから

すると、そもそも判定基準に依拠するまでもなく、申告書類等

から、納税者の業務を代理業と認定して個人事業税を賦課する

処分を行ったからと言って、そのことから当該賦課処分が直ち

に違法・不当とな るものではない。 また、 本件に関し て言え

ば、本件申告書類に基づいて、本件外交員業務が個人事業税の

対象となる代理業に該当すると認定することは十分に可能であ

り、当該認定についてさらに疑義が生じるようなものではなか

ったものと認められ、本件申告書類を基に行った処分庁の認定

判断が適法かつ妥当なものであることは、上記３に述べたとお

りであるから、請求人の主張する点については、本件処分を違

法又は不当とすべき理由として採用することはできない。  

７  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

 以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  
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 髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

別紙（略）  

 

  


